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株 主 各 位
群馬県藤岡市中字東田1091番地１

株 式 会 社 免 疫 生 物 研 究 所

代表取締役社長 清 藤 勉
　

第38期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第38期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛
否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するようご送付い
ただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

　

1. 日 時 2020年６月26日（金曜日）午後２時
2. 場 所 群馬県高崎市問屋町２－７

ビエント高崎 ６０２号室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第38期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及
び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第38期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
議 案 取締役７名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。

◎招集通知添付書類並びに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後
の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ibl-japan.co.jp)に掲載いたし
ますのでご了承ください。
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第38期定時株主総会における新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応について

政府より4月7日（火）に発令されました緊急事態宣言は、4月16日（木）にその対象

地域が全国へと拡大され、不要不急の外出や県を越えての移動の自粛が要請されており

ます。

この緊急事態宣言は、本招集ご通知作成時点につきまして、5月6日（水）でありまし

た解除予定が延長され、新たに5月31日（日）までとされ、今後につきましても、予断

を許さない状況となっており、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況は続く

恐れがございます。

以上を踏まえまして、株主の皆様には次のとおり、お願い申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の必要性に鑑み、株主の皆様におかれましては、

ご自身の健康の状態にかかわらず、株主総会当日のご来場を見合わせていただくことを

ご検討くださいますようお願い申し上げます。この場合、株主の皆様におかれまして

は、事前に書面（郵送）により議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。

本株主総会へのご出席をご検討されている株主様におかれましては、マスク着用など

の感染防止にご配慮いただきご来場くださいますようお願い申し上げます。当日会場に

おきまして、株主の皆様のためのアルコール消毒液を用意いたしますので、感染拡大防

止のため、手指を消毒いただきたくお願い申し上げます。なお、マスクをご着用いただ

いていない場合には、ご入場をお断りする場合がございます。また、当日、発熱、咳な

どの症状があった場合や、その他新型コロナウイルス感染症に罹患していることが疑わ

れる場合には、感染症拡大防止のため、株主様のご入場をお断りする場合がございま

す。そのため、ご自身の体調をご確認のうえ、体調不良の場合には、ご来場をお控えい

ただきたく、お願い申し上げます。

株主総会招集ご通知の発送以降、株主総会当日までの状況の変化や政府の発表によ

り、本株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合がございます。この場合には、適宜当

社ウェブサイト（https://www.ibl-japan.co.jp）にてお知らせいたしますので、株主

の皆様におかれましては、随時ご確認賜りますようお願い申し上げます。
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(添付書類)
　

事 業 報 告
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルスが全世界に影響を及
ぼし、厳しい状況となっており、今後についてもより大きな影響を及ぼす恐れがあ
り、予断を許さない状況にあります。また当社グループが属する医薬品業界は、国
内においては薬価制度の抜本改革、後発医薬品の使用促進や医療費抑制の流れによ
り厳しいものとなっております。

こうした状況のもと、当社グループの業績につきましては、診断・試薬事業、検
査事業及び化粧品関連事業における売上高が大きく落ち込んだことが影響し、売上
高は576,692千円（前年同期比26.2％減）となりました。販売費及び一般管理費に
ついては、遺伝子組換えカイコ事業において、ヒト型コラーゲンⅠおよびⅢの生産
力増強を図り三笠研究所の改修工事を行ったことや抗HIV抗体をはじめとするバイ
オ医薬品開発の進捗に伴い研究開発費が増加したこと、および診断・試薬事業部門
において医薬用体外診断薬の開発・製造・販売の強化を図るため、本社（藤岡研究
所）内に管理製品保管庫棟を新設いたしました。その結果、営業損失は595,359千
円（前年同期は173,680千円の営業損失）となりました。また営業外損益につきま
しては、持分法による投資損失94,290千円等を計上いたしました。その結果、経常
損失は678,762千円（前年同期は155,747千円の経常損失）となりました。特別損益
につきましては、関係会社株式売却益15,917千円の計上や持分法適用会社の持分割
合変動による持分変動利益4,390千円を計上しております。以上により、親会社株
主に帰属する当期純損失は668,125千円（前年同期は167,319千円の親会社株主に帰
属する当期純損失）となりました。
このような状況の下、当社グループのセグメント別での業績は、次のとおりとな

りました。
① 診断・試薬事業

研究用試薬関連の売上高につきましては、抗体製品は、脳神経関連の抗体や海外
企業向けIVD原料の販売が好調に推移し、国内販売、海外販売ともに前年同期比で
増加しております。一方、主力のEIAキットは、海外販売につきましては販売代理
店網を充実させ前期までは順調に販売増加となりましたが、当期はCRO向けの大型
プロジェクトの終了等により前年に比べ大幅に減少となってしまいました。国内販
売におきましても、第４四半期の年度末需要が予想を大幅に下回ったことや試薬市
場の停滞、新製品上市の遅れ等の影響により、前年同期と比べ大幅に減少しており
ます。また、試薬受託の売上も前年同期比で減少となっております。
医薬用関連の売上高につきましては、主力である動物用体外診断用医薬品の牛海

綿状脳症測定キット（ＢＳＥキット）の需要縮小や欧州向けに原料供給をしている
製品の販売が減少したこと等により、前年に比べ大幅に減少しております。

その結果、当セグメントの売上高は471,203千円（前年同期比19.9％減）、営業損
失は124,457千円（前年同期は67,079千円の営業利益）となりました。
② 遺伝子組換えカイコ事業

当事業においては、各種抗体や受託等の売上が前年同期に比べ若干減少しており
ますが、現段階においては遺伝子組換えカイコを用いた医薬品製造を実現させるべ
く、前期に引き続き抗HIV抗体をはじめとするバイオ医薬品開発ならびに、その製
造技術の開発を進めているところであり、事業の重点を研究開発に置いておりま
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す。また、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する国内特許の共同出願手続きを完
了しており、当該研究については、着実にその成果に向けて進捗しております。

その結果、当セグメントの売上高は25,245千円（前年同期比17.5％減）、営業損
失は391,891千円（前年同期は247,914千円の営業損失）となりました。
③ 検査事業

当事業においては、主力事業の血中リポタンパク質プロファイリングサービス
「LipoSEARCH」において、大型案件が例年受注できておりましたが、当期につきま
しては中規模から小規模案件が中心となり、受注案件数自体も減少したことから、
昨年来の売上を大きく減少させることになりました。また、解析システムの早期海
外導出を目指してまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、導
出予定企業との商談が停止となり、未だ受注には至っておりません。こうしたこと
から前年同期と比較して売上が大幅に減少しております。一方で、動物向けサービ
スの「LipoTEST」においては、ほぼ前年並みの売上を維持しております。

その結果、当セグメントの売上高は71,636千円（前年同期比43.8％減）、営業損
失は26,227千円（前年同期は12,847千円の営業利益）となりました。
④ 化粧品関連事業

当事業においては、「ネオシルクⓇ－ヒト型コラーゲンⅠ」配合化粧品「フレヴァ
ン」シリーズにつきまして、国内通信販売の売上は前年同期と比較し微減となりま
したが、欧州向け出荷が開始されました。また、中国向けの商標問題および販売
は、アルファベット名「frais vent」の商標登録について、当局の情報を継続し
て収集し対応しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により当局及
び取引先との連絡が取れない状況となりました。そのため、中国向け販売が再開で
きず、前年同期と比べ大幅に減少しております。

その結果、当セグメントの売上高は12,873千円（前年同期比69.9％減）、営業損
失は、当初中国へ向けて販売を計画していた製品について、中国への出荷時期の目
途が立たないため、中国向け製品の評価損を保守的に計上したこともあり53,741千
円（前年同期は6,654千円の営業損失）となりました。

当期の剰余金の配当につきましては、業績の向上に努めてまいりましたが、当期
の業績を勘案いたしまして、無配とさせていただきたいと存じます。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒事情をご理解いただき、ご了
承賜りますようお願い申し上げます。引き続き業績回復にグループ全社を挙げて対
処し、早期に配当を行うべく、鋭意努力してまいります。

　
セグメント別売上高

　

区 分
前期 当期 前期比増減(△)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減(△)率
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

診 断 ・ 試 薬 事 業 588,014 75.3 471,203 81.7 △116,810 △19.9
遺伝子組換えカイコ事業 30,606 3.9 25,245 4.4 △5,361 △17.5

検 査 事 業 127,392 16.3 71,636 12.4 △55,756 △43.8

化 粧 品 関 連 事 業 42,803 5.5 12,873 2.2 △29,930 △69.9

セグメント間取引調整 △7,601 △1.0 △4,266 △0.7 3,335 ─

合 計 781,215 100.0 576,692 100.0 △204,522 △26.2
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(2) 設備投資の状況
該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況
該当事項はありません。

(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、関連会社である株式会社セルリムーバーの発行済株式の26.32％を所有

しておりましたが、2019年12月20日に全株式を売却したため関連会社から除外して
おります。

(5) 財産及び損益の状況の推移
　

区 分 第35期 第36期 第37期
第38期

(当連結会計年度)

売 上 高（千円) 741,525 758,286 781,215 576,692

経 常 利 益（千円)△1,170,355 △49,013 △155,747 △678,762

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

（千円)△2,094,467 △52,637 △167,319 △668,125

１株当たり当期純利益 （円) △287.52 △7.01 △19.82 △76.00

総 資 産（千円) 3,425,900 3,295,015 2,988,314 2,372,989

純 資 産（千円) 1,341,441 2,017,777 2,145,763 1,948,457

１株当たり純資産額 （円) 180.23 241.64 245.47 208.97

(注) △印は、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び１株当たり当期純損失を示し
ております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

　

会 社 名 資 本 金
当 社 の

議決権比率
主要な事業の内容

株式会社スカイライト・バイオテック 58,777千円 100.00％

最先端の脂質代謝解析技術
による、生活習慣病領域の
研究・創薬支援と、予防医
療支援サービスの提供

株 式 会 社 ネ オ シ ル ク 化 粧 品 50,000千円 100.00％
ヒト型コラーゲン含有化粧
品の販売
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(7) 対処すべき課題
① 研究開発の重点投資

当社グループは、治療用医薬品及び診断用医薬品のさらなるパイプラインの充実
が、事業の安定化のためには必要となります。そのため、資源投入の集中と研究開
発の効率化を図り、また、現行の共同研究先である大学などに加え、優秀な人材を
採用し、研究開発のスピードアップを図ってまいります。さらに、海外企業が保有
する有用なシーズの発掘も積極的に行ってまいります。
② 体外診断用医薬品への取り組み

診断・試薬事業の領域は、非常に流動的であり、競争が激しいグローバル社会に
おいて、安定した収益を生み出すことが困難な領域となっております。安定した収
益を生み出すためには、体外診断用医薬品の領域の製品化が必要であると認識し、
体外診断用医薬品の研究開発に注力してまいります。
③ 遺伝子組換えカイコ事業への取り組み

カイコの繭中に目的タンパク質を産生する生産技術は、現在の生産方法に比較し
て製造コストを低減させることが可能です。短期的には、研究用試薬・体外診断用
医薬品にて使用する抗体をはじめとした目的タンパク質の置換え利用や化粧品原料
等への産業利用を推進し、具体的な生産受注を目指してまいります。中長期的に
は、動物用医薬品等の原料の実用化や株式会社ＣＵＲＥＤとの抗ＨＩＶ抗体の共同
研究等、医薬品原料の研究開発を積極的に進めております。今後の課題として、研
究開発項目の製品化や製品化されているラミニン及びネオシルクⓇ－ヒト型コラー
ゲンⅠの生産に必要な遺伝子組換えカイコの飼育頭数が劇的に増加するため、大量
飼育による人工飼料のコスト増が予想され、桑の葉の確保及び人工飼料のコスト低
減を図るための事業化に向けた取り組みを進めてまいります。また、現在、進めて
いる抗HIV抗体の医薬品原薬の商業化へ向けた取り組みにおいては、GMP等の高度な
規制への対応に関し、当事業が十分な設備やノウハウを保有しているとは言えない
状況で、製造コストの削減が課題となっております。

④ 化粧品関連事業における中国向け販売の取り組み
当事業は、中国に向けて、遺伝子組換えカイコ事業により開発された新規化粧品

原料「ネオシルクⓇ－ヒトコラーゲンⅠ」及び同原料配合化粧品「フレヴァン」シ
リーズを完全子会社の株式会社ネオシルク化粧品で販売しております。しかしなが
ら、新型コロナウイルス感染の影響により、中国での商標登録問題の解決及び化粧
品市場へのアプローチができませんでしたが、徐々に社会活動も再開され、現地代
理人との情報交換も始まっております。

なお、商標（フレヴァン）につきまして、中国向け販売代理店により、フレヴァ
ンの中国語名の商標登録が完了（一度は拒絶されましたが、再審請求の結果、取
得）しました。一方、アルファベット名「frais vent」の商標につきましては、現
地代理人より連絡があり、下期中の取得を目指してまいります。さらに、化粧品の
本格的な販売活動につきましては、第４四半期の開始に向け準備を進めてまいりま
す。

⑤ 人材の確保及び教育
当社グループは、各事業に精通した研究員及びプロジェクトを推進できる人材の

確保が必要不可欠と考えており、研究開発の効率を上げるため、ハード面とソフト
面の両面から研究開発に適した環境作りを行い、企業価値の最大化を目指してまい
ります。
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研究開発型企業である当社グループにおいては、自由な発想が生み出される柔軟
な組織がふさわしいと考えております。組織が硬直化し、研究開発活動が滞ること
がないように、常に問題意識をもって物事に対処する集団として組織を維持運営い
たします。
⑥ 財務安定性の確保

当社グループは、研究開発型企業として、積極的かつ継続的に研究開発に投資し
ていく方針であります。投資の源泉は事業からの収益をもって行われることが望ま
しいと考えておりますが、研究開発テーマにより多額の先行投資が見込まれる場合
には、株式の発行等により資金を調達してまいります。当社グループは、引き続
き、収益確保のため、現製品の見直しや間接部門コストの削減に努めてまいりま
す。また、研究テーマの選択を行い、経営資源を集中して効率的な経営を行うこと
が重要であると認識しております。

(8) 主要な事業内容
　

事 業 部 門 主 な 内 容

診 断 ・ 試 薬 事 業
抗体関連試薬販売、その他の試薬販売、試薬関連
受託サービス、医薬シーズライセンス、体外診断
用医薬品販売

遺伝子組換えカイコ事業 遺伝子組換えカイコ関連製品販売

検 査 事 業
最先端の脂質代謝解析技術による、生活習慣病領
域の研究・創薬支援と、予防医療支援サービスの
提供

化 粧 品 関 連 事 業 ヒト型コラーゲン含有化粧品販売

　

(9) 主要な事業所等

① 当社
本社・研究所 群馬県藤岡市中字東田1091番地１
前橋研究所 群馬県前橋市
三笠研究所 北海道三笠市

② 子会社
株式会社スカイライト・バイオテック 秋田県秋田市（本社・解析センター）、東京都千代田区（東京サービスセンター）

株式会社ネオシルク化粧品 群馬県藤岡市（本社）、群馬県高崎市（アンテナショップ）
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(10) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況
　

従業員数 前連結会計年度末比増減

65名 ４名増
(注) 従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役及び臨時従業員15名は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
　

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数

56名 ４名増 42.4歳 12.6年
(注) 従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役及び臨時従業員12名は含んでおりません。

(11) 主要な借入先
　

借 入 先 借 入 金 残 高
株 式 会 社 東 和 銀 行 86,000千円

　
2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 9,314,590株（自己株式1,130株を含む。）

(3) 株主数 11,577名

(4) 大株主
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

清 藤 勉 1,123,700 12.06

株 式 会 社 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク 205,000 2.20

岩 井 化 学 薬 品 株 式 会 社 200,000 2.14

中 沢 和 美 100,600 1.08

株 式 会 社 東 和 銀 行 100,000 1.07

B A R A T I R A H I M 100,000 1.07

CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH-FIRM EQUIY(POETS) 97,500 1.04

根 岸 徹 80,000 0.85

株 式 会 社 ラ イ ブ ス タ ー 証 券 57,700 0.61

小 野 寺 昭 子 50,000 0.53

(注) 持株比率は、自己株式（1,130株）を控除して計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。
　
(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。
　
(3) その他新株予約権等に関する重要な事項（2020年３月31日現在）

＜第１回無担保転換社債型新株予約権付社債＞

決議年月日 2016年２月12日

新株予約権の数 20個

目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 200,000株（新株予約権１個に

つき10,000株）

新株予約権付社債の残高 200,000,000円

転換価額 当初1,000円

割当先 株式会社トランスジェニック

利率及び償還日
年率：0.3％

償還期日：2021年３月１日

償還価額 額面100円につき100円

＜第３回新株予約権＞

決議年月日 2016年12月１日

発行新株予約権数 57個

発行価額 新株予約権１個当たり38,000円（総額2,166,000円）

目的となる株式の種類及び数
当社普通株式570,000株（新株予約権１個に

つき10,000株）

行使価額 798円

割当先
ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任

組合
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2020年３月31日現在）

　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 清 藤 勉
株式会社スカイライト・バイオテック 代表取締役会長
株式会社トランスジェニック 社外取締役

取 締 役 前 田 雅 弘
臨床検査事業部長兼グループ製品渉外担当
株式会社スカイライト・バイオテック取締役社長

取 締 役 中 川 正 人
事業グループ管理本部長兼診断・試薬事業本部長
株式会社スカイライト・バイオテック 監査役
株式会社ＣＵＲＥＤ 社外取締役

取 締 役 小野寺 昭 子
人事総務部長兼内部監査室長
株式会社ネオシルク化粧品 代表取締役社長

取 締 役 冨 田 正 浩 遺伝子組換えカイコ事業部長

取 締 役 福 永 健 司

株式会社トランスジェニック 代表取締役社長
株式会社ジェネティックラボ 代表取締役社長
株式会社新薬リサーチセンター 代表取締役社長
株式会社ＴＧビジネスサービス 代表取締役社長
株式会社プライミューン 代表取締役社長
株式会社安評センター 代表取締役社長

取 締 役 小 嶋 一 慶 ゆうあい綜合法律事務所

常 勤 監 査 役 岡 住 貞 宏 井上・岡住司法書士行政書士事務所 共同代表

監 査 役 田 山 毅
日水製薬株式会社 社外監査役
田山公認会計士事務所 所長

監 査 役 山 本 禎 良 山本禎良公認会計士事務所 所長

(注) 1. 取締役福永健司及び小嶋一慶の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役岡住貞宏、田山毅及び山本禎良の各氏は、社外監査役であります。
3. 2019年６月27日開催の第37期定時株主総会において、小嶋一慶氏が取締役に選任さ
れ、就任いたしました。
4. 監査役田山毅氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるお
それのない独立役員であります。
5. 監査役田山毅氏及び監査役山本禎良氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び
会計に関する相当程度の知見を有しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円又は会社法第425条第１項
に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度として責任を負担する旨を定め
た契約を締結しております。
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額
　

区 分 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
(うち社外取締役)

７名
(２名)

29,004千円
(2,400千円)

監 査 役
(うち社外監査役)

３名
(３名)

7,920千円
(7,920千円)

合 計 １０名 36,924千円

(注) 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む。）を３名に23,746千円を支
給しております。

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役の福永健司氏は株式会社トランスジェニック、株式会社ジェネティッ

クラボ、株式会社新薬リサーチセンター、株式会社ＴＧビジネスサービス、株式会

社プライミューン及び株式会社安評センターの代表取締役社長であります。なお、

当社と株式会社トランスジェニックは包括的業務提携契約を締結しており、取引関

係があるとともに、抗体に関する事業において競業関係にあり、当社と株式会社ジ

ェネティックラボとの間にも取引関係があります。また、株式会社新薬リサーチセ

ンター、株式会社ＴＧビジネスサービス、株式会社プライミューン及び株式会社安

評センターとの間には取引関係はありません。

社外取締役の小嶋一慶氏はゆうあい綜合法律事務所と兼務しております。なお、

当社は法律相談業務を同事務所に依頼しており取引関係がありますが、取引金額は

２百万円未満であり、重要な取引関係ではありません。

社外監査役の岡住貞宏氏は井上・岡住司法書士行政書士事務所の共同代表を兼務

しております。なお、当社は商業登記等司法書士業務を同事務所に依頼しており取

引関係がありますが、取引金額は１百万円未満であり重要な取引関係ではありませ

ん。

社外監査役の田山毅氏は日水製薬株式会社の社外監査役を兼務しております。な

お、当社と日水製薬株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外監査役の山本禎良氏は山本禎良公認会計士事務所の所長を兼務しておりま

す。なお、当社と同事務所との間には取引関係はありません。

― 11 ―

2020年05月25日 14時35分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



② 当事業年度における主な活動状況
　

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役

福 永 健 司
当事業年度に開催された取締役会12回のうち8回
に出席し、主に経営面での発言を行っておりま
す。

小 嶋 一 慶
2019年6月の就任後に開催された取締役会10回の
うち9回に出席し、主に法律面の経験・見地か
ら、適宜発言を行っております。

社外監査役

岡 住 貞 宏
当事業年度に開催された全ての取締役会及び監
査役会に出席し、経営面及び法律面の経験・見
地から、適宜発言を行っております。

田 山 毅

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11
回、監査役会13回のうち12回にそれぞれ出席し、
主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・
見地から、適宜発言を行っております。

山 本 禎 良

当事業年度に開催された全ての取締役会及び監
査役会に出席し、主に公認会計士として培って
きた豊富な経験・見地から、適宜発言を行って
おります。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
　
(2) 会計監査人の報酬等の額

　

区 分 金 額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 22,000千円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

22,000千円

(注) 1. 監査役会は、過年度の監査実績及び会計監査人の職務遂行状況を分析・評価するとと
もに、当事業年度の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性等を検討した結果、会
計監査人の報酬等の額は相当であると判断、同意いたしました。

2. 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金
融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分
できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

　

(3) 責任限定契約の内容の概要
当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契

約に基づく賠償責任限度額は、金25,000千円と法令の定める最低責任限度額とのい
ずれか高い金額となります。
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(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会社都合の場合のほか、当社監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第１
項各号に定める解任事由に該当する状況にあり、かつ、改善の見込みがないと判断
した場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務
に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、取締役会に対して会計監査人の解任
又は不再任に関する議案を株主総会に付議するよう請求いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」

について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
(1) 業務の適正を確保するための体制
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

毎月開催される取締役会には、原則として全ての役員が出席するものとし、各取
締役は職務の執行状況について報告し、出席監査役は各取締役の業務執行状況を監
督する。また、監査役による日常の業務監査によって、取締役の職務の執行が法令
及び定款に反していないか監視する。

　
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報及び文書については、文書管理規程に従い適切に
保存及び管理を行い、取締役及び監査役が常時閲覧できる体制とする。また、必要
に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うものとする。

　
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部監査責任者である内部監査室長をリスク管理責任者とし、部署横断的なリス
ク管理体制を構築する。内部監査の結果、損失の危険のある業務執行行為が発見さ
れた場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、
直ちにトップマネジメント、担当部署及び監査役に通報される体制とする。

　
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営計画のマネジメントについては、経営理念及び経営基本方針に基づき毎年策
定される年度事業予算及び中期経営計画に従い、各業務執行ラインにおいて目標達
成のための活動を行うものとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗してい
るか、業績報告を通じて定期的に検証を行う。

業務執行のマネジメントについては、取締役会規程において定められている事項
及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議することを遵守し、
その際には経営判断の原則に基づき、事前に議題に関する十分な資料が全役員に配
布される体制をとるものとする。
日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲

が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに従い業務を遂行するものとする。
　
⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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全使用人に法令及び定款の遵守を徹底させるため、代表取締役社長をコンプライ
アンス委員長とし、内部通報制度を構築する。万一コンプライアンスに疑義のある
行為が発生した場合には、その内容及び対処案がコンプライアンス担当役員を通じ
てトップマネジメント、取締役会及び監査役に報告される体制を構築する。また、
各担当取締役はそれぞれの部署において適切な研修体制を構築し、内部通報窓口の
さらなる周知徹底を図るものとする。

　
⑥ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制
当社と子会社の関係については、各子会社の独立性等を維持しつつ、子会社から

当社への定期的な報告や、重要案件においては事前に協議を行うものとする。また、
当社内部監査部門や監査役による監査を適宜行うことにより、業務執行の適正の確
保に努めるものとする。

　
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項
内部監査を担当する内部監査室を監査役の職務を補助すべき部署とし、監査役の

求めに応じて内部監査スタッフがその任に当たる。
　
⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等については、事前に監査役会の
同意を得るものとする。また、当該使用人の人事評価に際しては、監査役の意見を
聴取するものとする。

　
⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行うもの

とする。なお、当該報告及び情報提供の主なものは、次のとおりとする。
・ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・ 内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・ 内部監査部門の活動状況
・ 重要な会計方針、会計基準及びその変更
・ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・ 内部通報制度の運用及び通報の内容
・ 稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け

　
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役、内部監査人及び監査法人の三者による意見交換会を定期的に開催するも
のとする。また、監査役は、必要に応じて外部専門家の意見を聴取する機会を与え
られるものとする。

　
(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
① 取締役の職務の執行について
・ 当社は、2019年6月27日に開催された取締役会において、代表取締役、取締役社長
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を選定しております。
・ 当社は当期12回定時取締役会を実施し、取締役の職務の執行状況の報告を行って
おります。また、監査役は取締役会に出席し業務執行状況の監督を行いました。
・ 取締役会議事録及び関係書類等取締役の職務の執行に係る各種書類については、
法令、社内規程等に従い適切に保管しております。
・ 取締役会において中期計画、年度計画に沿って事業が執行されているか報告、討
議が行われ、検証が行われました。
② リスクマネジメントに対する取り組み
・ 内部通報制度を施行しており、従業員が直接コンプライアンス担当役員を通じて
トップマネジメント、取締役会及び監査役に報告される体制を構築しました。また、
通報した従業員には不利益な取扱いが行われないようにしております。
・ 内部監査を行い、損失の危機のある業務執行がないか監視を行っております。
③ 使用人の職務の執行について
・ 従業員が遵守すべき社内規範や社内規程等は社内イントラネットへ掲載する等の
方法により全従業員に周知を図っております。
・ 内部監査を行い、従業員が社内規程等に従って業務を遂行しているか、逐次確認
しました。
・ 内部統制については、業務プロセスが妥当であるか業務実施者より資料収集、分
析し、内部統制システムが有効に機能していることを確認、適宜見直しを行うこと
により質の向上を図っております。
④ 監査役の職務の執行について
・ 監査役会は会計監査人と決算レビュー等を行い、年間の監査計画や監査が実効的
に行われたことを確認しております。
・ 当社は監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助する２名のスタッフを置き、当
該スタッフの人事、評価に関しては監査役の意見を尊重する等、取締役からの独立
性を確保しております。
・ 監査役は取締役会等社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から必要な
報告を受けております。また、稟議書等の重要な書類の閲覧により、十分な情報を
得られるよう体制を整備しました。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（2020年３月31日現在）

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,592,990 流 動 負 債 397,762

現 金 及 び 預 金 1,033,617 支払手形及び買掛金 4,978

受取手形及び売掛金 171,093 一年内返済予定長期借入金 66,000

商 品 及 び 製 品 56,963 一年内償還予定転換社債型新株予約権付社債 200,000

仕 掛 品 133,522 未 払 法 人 税 等 20,171

原材料及び貯蔵品 154,302 賞 与 引 当 金 18,537

そ の 他 43,489 そ の 他 88,075

固 定 負 債 26,769

長 期 借 入 金 20,000

固 定 資 産 779,999 退職給付に係る負債 6,769

有 形 固 定 資 産 113,781 負 債 合 計 424,532

土 地 113,781 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 666,217 科 目 金 額

投 資 有 価 証 券 595,572 株 主 資 本 1,946,291

そ の 他 70,645 資 本 金 3,029,041

資 本 剰 余 金 2,061,421

利 益 剰 余 金 △3,142,182

自 己 株 式 △1,990

新 株 予 約 権 2,166

純 資 産 合 計 1,948,457

資 産 合 計 2,372,989 負債及び純資産合計 2,372,989
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連 結 損 益 計 算 書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 576,692

売 上 原 価 359,355

売 上 総 利 益 217,337

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 812,696

営 業 損 失 595,359

営 業 外 収 益

受 取 利 息 86

受 取 配 当 金 600

助 成 金 収 入 11,429

保 険 解 約 返 戻 金 2,725

そ の 他 1,683 16,524

営 業 外 費 用

支 払 利 息 932

為 替 差 損 1,737

新 株 発 行 費 2,964

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 94,290

そ の 他 2 99,928

経 常 損 失 678,762

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 15,917

持 分 変 動 利 益 4,390 20,308

特 別 損 失

減 損 損 失 237 237

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 658,691

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,996

法 人 税 等 調 整 額 4,437 9,433

当 期 純 損 失 668,125

親会社株主に帰属する当期純損失 668,125
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連結株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

(単位：千円)

残高及び変動事由
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式

当 期 首 残 高 2,792,510 1,824,890 △2,474,056 △1,990

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△668,125

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

236,531 236,531

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額）

当 期 変 動 額 合 計 236,531 236,531 △668,125

当 期 末 残 高 3,029,041 2,061,421 △3,142,182 △1,990

残高及び変動事由
株主資本

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
株主資本合計

当 期 首 残 高 2,141,355 4,408 2,145,763

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△668,125 △668,125

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

473,062 473,062

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額）

△2,242 △2,242

当 期 変 動 額 合 計 △195,063 △2,242 △197,305

当 期 末 残 高 1,946,291 2,166 1,948,457
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連 結 注 記 表
　
　

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称等
　 連結子会社の数 ２社
　 連結子会社の名称

株式会社スカイライト・バイオテック、株式会社ネオシルク化粧品
2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の名称等

　 ① 非連結子会社
該当事項はありません。

　 ② 関連会社
　 株式会社ＣＵＲＥＤ
(2) 持分法を適用しない関連会社の名称等

　 該当事項はありません。
従来、持分法非適用会社であった株式会社セルリムーバーは、当期中に保有株

式全株を売却したため、関連会社ではなくなっております。
3. 連結子会社の決算日に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
・関連会社株式

　 移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券

　 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用してお

ります。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

長期前払費用
均等償却によっております。
なお償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上することとしております。
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② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社グループは従業員数300人未満の小規模会社であるため簡便法を採用してお
ります。
退職給付債務の計算方法は、退職金規程に基づく従業員個別の要支給額と中小企

業退職金共済制度からの期末時点における支給見込額に不足がある場合にその差額
を引当金に計上する方法をとっております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、その見積り

期間に応じて均等償却しております。
(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(連結貸借対照表に関する注記)
有形固定資産の減価償却累計額 1,414,874千円

(連結損益計算書に関する注記)
当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしました。

用途及び地域 種類 減損損失

診断・試薬事業 土地 237千円

遺伝子組換えカイコ事業 土地 0千円

当社グループは、事業用資産においてはセグメント及び全社の区分を基準にグルーピ
ングを行っております。
その結果、当連結会計年度において時価及び収益性の近い将来における回復が見込め

ないと判断した資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 9,314,590株
2. 当連結会計年度に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。
3. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の

種類及び数
普通株式 770,000株
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(金融商品に関する注記)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等を利用し、資金調達に
ついては銀行借入及び増資等による方針です。またデリバティブ取引は現在行って
おらず、また投機的な取引は行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

また、海外の取引先に対する外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されてお
ります。投資有価証券は、当社グループ業務に関連のあるベンチャー企業の株式等
であります。株式は上場株式ではないため価格変動リスクはないものの、純資産額
の低下による評価損計上のリスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのすべてが１年以内の支払期日であります。また、

その一部には、原料等の仕入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒
されております。
借入金は、短期借入金及び長期借入金で、運転資金及び事業拡大に伴う投資資金

の増加への対応に係る資金調達であります。支払金利は固定金利であり、金利の変
動リスクには晒されておりません。
転換社債型新株予約権付社債は、事業拡大に伴う投資資金の増加への対応に係る

資金調達であります。支払金利は固定金利であり、金利の変動リスクには晒されて
おりません。
デリバティブ取引については、現在行っておりません。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権については、当社の販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管
理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期ごとに把握する体制
としており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
す。
デリバティブ取引については、現在行っておりませんが、行う場合は取締役会で

の決議によるものとしております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、外貨建ての債権債務の金額
が大きくないため、デリバティブを使用したリスクヘッジを行っておりませんが、
原則として債務については債務の発生翌月に支払を行うことによりリスクを最小限
に抑えるよう努めております。
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を確認し、帳簿価額との

差額の把握に努めており、継続保有について見直しを行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管
理
当社グループは、各部署からの報告等や入金の状況に基づき、適時に資金繰計画

を作成・更新し、手許流動性の維持に努めることで、流動性リスクを管理しており
ます。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることもあります。

　
2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお
りません((注２)を参照ください。)。

連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 現 金 及 び 預 金 1,033,617 1,033,617 ─

(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 171,093 171,093 ─

資 産 計 1,204,711 1,204,711 ─

(1) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,978 4,978 ─

(2) 短 期 借 入 金 （※） 20,000 20,000 ─

(3) 長期借入金(一年内返済予定分含む) 86,000 85,951 △48

(4) 転換社債型新株予約権付社債（一年内償還予定分含む） 200,000 200,066 66

負 債 計 310,978 310,996 18
　
※ 短期借入金は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」に含めております。
　
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。

負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金、(4) 転換社債型新株予約権付社債
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、無利子の転換社債型
新株予約権付社債については、時価は帳簿価額と同様のため、当該簿価によってお
ります。

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位：千円)

区 分 連結貸借対照表計上額

非 上 場 株 式 595,572
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(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

預 金 1,033,175 ─ ─ ─
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 171,093 ─ ─ ─

合 計 1,204,269 ─ ─ ─

(注４) 転換社債型新株予約権付社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

転換社債型新株予約権付社債(一年内償還予定分含む) 200,000 ─ ─ ─ ─ ─

長期借入金(一年内返済予定分含む) 66,000 11,000 6,000 3,000 ─ ─
合 計 266,000 11,000 6,000 3,000 ─ ─

(１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たり純資産額 208円97銭
2. １株当たり当期純損失 76円00銭

　

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に記載の金
額は、表示単位未満を切り捨てております。
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貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,481,750 流 動 負 債 366,755

現 金 及 び 預 金 996,483 買 掛 金 5,555

受 取 手 形 29,655 一年内返済予定長期借入金 60,000

売 掛 金 133,407 一年内償還予定転換社債型新株予約権付社債 200,000

商 品 868 未 払 金 58,334

製 品 35,353 未 払 法 人 税 等 19,610

原 材 料 69,032 預 り 金 5,037

仕 掛 品 133,522 賞 与 引 当 金 18,166

貯 蔵 品 47,533 そ の 他 50

そ の 他 35,893 固 定 負 債 8,694

長 期 借 入 金 5,000

固 定 資 産 957,999 退 職 給 付 引 当 金 3,694

有 形 固 定 資 産 113,781 負 債 合 計 375,449

土 地 113,781 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 844,217 科 目 金 額

投 資 有 価 証 券 24,384 株 主 資 本 2,062,134

関 係 会 社 株 式 741,243 資 本 金 3,029,041

長 期 貸 付 金 80,000 資 本 剰 余 金 2,061,421

長 期 前 払 費 用 1,501 資 本 準 備 金 2,061,421

保 険 積 立 金 48,085 利 益 剰 余 金 △3,026,338

そ の 他 17,703 その他利益剰余金 △3,026,338

貸 倒 引 当 金 △68,699 繰 越 利 益 剰 余 金 △3,026,338

自 己 株 式 △1,990

新 株 予 約 権 2,166

純 資 産 合 計 2,064,300

資 産 合 計 2,439,750 負債及び純資産合計 2,439,750
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損 益 計 算 書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 500,062

売 上 原 価 295,301

売 上 総 利 益 204,761

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 721,070

営 業 損 失 516,308

営 業 外 収 益

受 取 利 息 805

受 取 配 当 金 600

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 729

保 険 解 約 返 戻 金 2,725

助 成 金 収 入 11,429

業 務 受 託 手 数 料 960

そ の 他 947 18,197

営 業 外 費 用

支 払 利 息 685

為 替 差 損 1,668

新 株 発 行 費 2,964

そ の 他 2 5,321

経 常 損 失 503,432

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 15,917 15,917

特 別 損 失

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 55,134

減 損 損 失 237 55,372

税 引 前 当 期 純 損 失 542,887

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,241

当 期 純 損 失 547,128
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株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

(単位：千円)

残高及び変動事由

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,792,510 1,824,890 1,824,890 △2,479,209 △2,479,209

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △547,128 △547,128

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

236,531 236,531 236,531

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額）

当期変動額合計 236,531 236,531 236,531 △547,128 △547,128

当 期 末 残 高 3,029,041 2,061,421 2,061,421 △3,026,338 △3,026,338

　
　

　

残高及び変動事由

株 主 資 本

新 株 予 約 権
純 資 産

合 計自 己 株 式
株 主 資 本

合 計

当 期 首 残 高 △1,990 2,136,201 4,408 2,140,609

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △547,128 △547,128

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

473,062 473,062

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額）

△2,242 △2,242

当期変動額合計 △74,066 △2,242 △76,308

当 期 末 残 高 △1,990 2,062,134 2,166 2,064,300
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個 別 注 記 表
　
　

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券
　 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しておりま
す。

3. 固定資産の減価償却の方法
長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として計上しております。

5. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。
(3) 退職給付引当金

従業員数300人未満の小規模会社であるため簡便法を採用しております。
退職給付債務の計算方法は、退職金規程に基づく従業員個別の要支給額と中小企

業退職金共済制度からの期末時点における支給見込額に不足がある場合にその差額
を引当金に計上する方法をとっております。

6. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,338,983千円
2. 関係会社に対する金銭債権 80,264千円
3. 関係会社に対する金銭債務 577千円

(損益計算書に関する注記)
関係会社との取引高
営業取引 9,874千円
営業取引以外の取引 18,197千円
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(株主資本等変動計算書に関する注記)
当事業年度末における自己株式の種類及び数
普通株式 1,130株
　

(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

　 賞与引当金損金算入限度超過額 5,533千円
　 退職給付引当金損金算入限度超過額 1,125千円
　 減価償却超過額 102,430千円

減損損失 186,171千円
研究開発費 186,193千円
投資有価証券評価損 107,222千円
たな卸資産評価損 13,014千円
繰越欠損金 361,649千円
貸倒引当金繰入超過額 20,925千円
その他 5,132千円

繰延税金資産小計 989,397千円

評価性引当額 △989,397千円

繰延税金資産合計 ─千円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
該当事項はありません。
　
(関連当事者との取引に関する注記)
子会社

種類
会社等の名称
又は氏名

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

子会社 ㈱ネオシルク化粧品
群馬県藤岡市 50,000 化粧品販売

(所有) 当社製品の販売
直接 100％ 資 金 の 援 助

(営業取引以外の取引)
貸付金利息※2 719 長期貸付金※1 80,000

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
※１ 株式会社ネオシルク化粧品への貸付金につき68,699千円の貸倒引当金を計上してお

ります。なお、当事業年度の同社の財務状況を勘案し、前事業年度に計上していた貸
倒引当金を洗替え、関係会社貸倒引当金繰入額を55,134千円計上しております。

※２ 資金の貸付は市場金利を勘案し、双方協議の上、合理的に決定しております。な
お、担保は受け入れておりません。
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当社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

役員 福永健司
(被所有)
間接 2.20％

㈱トランスジェニック
代表取締役

(営業取引以外の取引)
社債利息※ 600 転換社債型新株

予約権付社債
200,000

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 社債は、市場金利を勘案した利率を合理的に勘案して決定しております。

関係会社

種類
会社等の名称
又は氏名

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

関係
会社

㈱ＣＵＲＥＤ
神奈川県横浜市 100,000

バイオ医薬
品の研究・
開発

(所有)

直接 22.48％ 共同研究

( 営 業 取 引 )
売上※1 2,328

関係
会社

㈱セルリムーバー

埼玉県和光市 30,000
医療部材関
連の製造販
売

(所有)
直接 26.32％

出資

関係会社株式の売却※2
売却代金
売却益

17,000
15,917

(注) 1. 上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 営業取引については、独立第三者取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
※2 当社が保有する㈱セルリムーバーの株式の全部を同社に売却したものであり、その価額

条件については、純資産等を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
また、当該取引により同社は関連会社に該当しないこととなり、上記事項は当該取引が行
われた時点の状況に基づき記載しております。

(１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たり純資産額 221円41銭
2. １株当たり当期純損失 62円24銭
　
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載の金額は、表示単

位未満を切り捨てております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2020年５月21日

株式会社免疫生物研究所
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 桂 川 修 一 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 吉 田 英 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社免疫生物研究所の2019

年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社免疫生物研究所及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書
において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用
者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月21日

株式会社免疫生物研究所
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 桂 川 修 一 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 吉 田 英 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社免疫生物研究所

の2019年４月１日から2020年３月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第38期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたし
ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100 条第
１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

― 34 ―

2020年05月25日 14時35分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

2020年５月26日

株式会社免疫生物研究所 監査役会
常勤監査役(社外監査役) 岡 住 貞 宏 ㊞

社 外 監 査 役 田 山 毅 ㊞

社 外 監 査 役 山 本 禎 良 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　
　

議案及び参考事項

議 案 取締役７名選任の件

取締役全員７名が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役７名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１
清
せ い と う

藤 勉
つとむ

(1944年９月29日生)

1964年９月 国立がんセンター研究所病理学部技官

1,123,700株

1975年４月 新潟大学医学部第１病理学教室技官
1978年９月 株式会社日本抗体研究所入社
1982年９月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2001年３月 株式会社ジーンテクノサイエンス設立

代表取締役
2009年４月 当社代表取締役社長兼営業本部長
2009年８月 株式会社ネオシルク代表取締役
2011年６月 株式会社トランスジェニック社外取締

役(現任)
2013年７月 株式会社スカイライト・バイオテック

代表取締役会長(現任)

２
前
ま え だ

田 雅
ま さ ひ ろ

弘
(1957年10月15日生)

1982年４月 株式会社ニチレイ入社

14,000株

1986年４月 東海大学医学部移植学教室出向
1989年９月 米国ホワイトヘッド生物医学研究所出

向
1994年４月 当社入社
2001年４月 当社研究開発部長
2001年６月 当社取締役研究開発部長
2012年３月 当社取締役研究開発部長兼遺伝子組換

えカイコ事業部長
2013年10月 当社取締役診断・試薬事業部長兼研究

開発部長
2015年10月 株式会社スカイライト・バイオテック

取締役
2018年４月 株式会社スカイライト・バイオテック

取締役社長(現任)
2018年４月 当社取締役臨床検査事業部長兼グルー

プ製品渉外担当(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

３
中
な か が わ

川 正
ま さ と

人
(1962年８月５日生)

1983年４月 株式会社ウェッズ入社

8,100株

2003年４月 同社経理部長
2007年10月 当社入社
2008年４月 当社財務経理部長
2008年６月 当社取締役財務経理部長兼社長室長
2010年６月 当社取締役財務経理部長
2013年７月 株式会社スカイライト・バイオテック

取締役
2013年７月 当社取締役事業統括推進本部長兼財務

経理部長
2015年10月 株式会社スカイライト・バイオテック

監査役(現任)
2018年４月 当社取締役事業グループ管理本部長兼

診断・試薬事業本部長(現任)
2019年６月 株式会社ＣＵＲＥＤ社外取締役(現任)

４
小 野 寺 昭 子
お の で ら しょうこ

(1961年５月15日生)

1985年４月 当社入社

50,000株

2001年４月 当社総務・経理部長
2001年６月 当社取締役総務・経理部長
2004年６月 当社取締役管理部長
2006年６月 当社取締役人事総務部長
2007年10月 当社取締役管理部長
2008年６月 当社執行役員人事総務部長兼内部監査

室長
2011年６月 当社取締役人事総務部長兼内部監査室

長(現任)
2013年７月 株式会社スカイライト・バイオテック

監査役
2013年11月 株式会社ネオシルク化粧品設立 代表

取締役社長(現任)

５
冨
と み た

田 正
ま さ ひ ろ

浩
(1966年１月22日生)

1992年４月 テルモ株式会社入社

1,600株

1997年６月 広島県組織再生プロジェクト 主任研
究員

2002年11月 文科省知的クラスター創成事業 主任
研究員

2005年11月 株式会社ネオシルク入社
2007年９月 同社取締役副社長
2010年６月 当社入社
2013年７月 当社遺伝子組換えカイコ事業部執行役

員
2013年10月 当社執行役員遺伝子組換えカイコ事業

部長
2014年６月 当社取締役遺伝子組換えカイコ事業部

長(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

６
福
ふ く な が

永 健
け ん じ

司
(1969年８月13日生)

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法
人トーマツ)入所

─株

1997年６月 公認会計士登録
2003年５月 トーマツベンチャーサポート株式会社

(現デロイトトーマツベンチャーサポ
ート株式会社)取締役

2006年８月 福永公認会計士・税理士事務所開設
代表

2009年６月 株式会社トランスジェニック取締役
2010年６月 同社代表取締役社長(現任)
2011年４月 株式会社プライミューン代表取締役社

長(現任)
2011年６月 当社社外取締役(現任)
2013年４月 株式会社新薬リサーチセンター代表取

締役社長(現任)
2013年10月 株式会社ジェネティックラボ代表取締

役社長(現任)
2017年11月 株式会社ＴＧビジネスサービス代表取

締役社長(現任)
2018年３月 株式会社安評センター代表取締役社長

(現任)

７ 小
こ じ ま

嶋 一
い っ け い

慶
(1983年１月２日生)

2010年12月 弁護士登録

─株2010年12月 たかさき法律事務所（現ゆうあい綜合
法律事務所）入所(現任)

2019年６月 当社社外取締役(現任)

(注) 1. 取締役候補者のうち当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
福永健司氏は、株式会社トランスジェニック、株式会社ジェネティックラボ、株式会社

新薬リサーチセンター、株式会社プライミューン、株式会社ＴＧビジネスサービス及び株
式会社安評センターの代表取締役社長を兼務しており、当社は株式会社トランスジェニッ
クと包括的業務提携を行っております。また、同社及び株式会社ジェネティックラボは当
社と取引関係があります。
小嶋一慶氏は、ゆうあい綜合法律事務所に勤務しておりますが、当社は法律相談業務を

同事務所に依頼しており、取引関係があります。
2. 福永健司氏は社外取締役候補者であります。社外取締役候補者として選任した理由は、
株式会社トランスジェニックをはじめ６社の代表取締役を務めていることから経営面での
知見を有しており、また公認会計士としての経験・識見が豊富であることから社外取締役
としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外取締役として選任をお願
いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時
をもって９年となります。
3. 小嶋一慶氏は社外取締役候補者であります。弁護士として企業の法令に関する相談等に
関わることで企業経営全般的な視点を持ち、また、独立した立場からの指摘、提言等が期
待できることから、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外取締役または
社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由
により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。なお、同氏の
当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
4. 当社は現在、福永健司氏及び小嶋一慶氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任に
ついて、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第
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425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨
の責任限定契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏と
の間の責任限定契約を継続する予定であります。

以 上
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第一病院

高崎環状線

緑町

問屋町入口

問屋町

貝沢町

上大類町

北高崎駅

アサヒ商会

デニーズ 交番

群馬銀行

高
崎
環
状
線

高
崎
問
屋
町
駅

ビエント高崎

株主総会会場ご案内図
　

株主総会は、ビエント高崎６０２号室で開催いたしますので、ご出席の際は下記の案内図をご

参照ください。
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